
連結計算書類の連結株主資本等変動計算書

連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表

計 算 書 類 の 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

計 算 書 類 の 個 別 注 記 表

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

計算書類に係る会計監査人の監査報告

監 査 役 会 の 監 査 報 告

連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」「会計監査人の監査報

告」、計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」「会計監査人の監査報告」お

よび「監査役会の監査報告」につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面

交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、本株

主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子提供措置事

項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第30回定時株主総会招集ご通知

【電子提供措置事項のうち法令および定款に基づく

書面交付請求による交付書面に記載しない事項】

（2024年10月１日から2025年９月30日まで）

株式会社アドバンスクリエイト



( 2024年10月１日から
2025年９月30日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 3,337,212 460,893 △8,360,788 △423,815 △4,986,498

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 3,500,002 3,500,002 7,000,005

新株の発行(新株予約権の行使) 19,863 19,863 39,727

減 資 △6,757,078 6,757,078 －

欠 損 填 補 △8,742,489 8,742,489 －

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△1,539,357 △1,539,357

自 己 株 式 の 取 得 △21 △21

自 己 株 式 の 処 分 45,411 45,411

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 △3,237,212 1,534,455 7,203,131 45,389 5,545,764

当 期 末 残 高 100,000 1,995,348 △1,157,657 △378,425 559,265

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新株予約権 純資産合計

その他有価証券評価差額金 その他の包括利益累計額合計

当 期 首 残 高 △99 △99 12,958 △4,973,639

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 7,000,005

新株の発行(新株予約権の行使) 39,727

減 資 －

欠 損 填 補 －

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△1,539,357

自 己 株 式 の 取 得 △21

自 己 株 式 の 処 分 45,411

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

338 338 △12,958 △12,619

連結会計年度中の変動額合計 338 338 △12,958 5,533,144

当 期 末 残 高 239 239 － 559,504

連結株主資本等変動計算書

 （記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。）
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連結注記表

１. 継続企業の前提に関する注記

　当社グループは、前連結会計年度において、保険代理店事業における代理店

手数料売上の計算について再検証を実施し、過年度に遡って売上高の訂正を行

いました。併せて、固定資産に係る減損損失の計上及び繰延税金資産の取崩等

も行いました。これらの訂正等の結果、前連結会計年度末において4,973,639

千円の債務超過となりました。

　当社は、債務超過の状態を早期に解消すべく、第三者割当による普通株式及

びＡ種種類株式の発行により、約7,000,000千円の資金調達を行い、当連結会

計年度において債務超過の状態を解消いたしました。

　他方で、当社グループは、当連結会計年度において、営業損失606,458千

円、経常損失924,543千円、親会社株主に帰属する当期純損失1,539,357千円を

計上し、３期連続で営業損失及び経常損失、４期連続で親会社株主に帰属する

当期純損失を計上、さらに３期連続で営業活動によるキャッシュ・フローがマ

イナスの状況となっております。

　加えて、一部の取引金融機関等と締結している債権流動化に係る諸契約につ

いて、財務制限条項に抵触しております。

　以上より、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在して

おります。

　当社グループは、当該状況を解消すべく以下の対応策を講じております。

(1) 業績の回復と再成長

　マーケティング手法を改善させることにより、アポイントの先行指標である

マーケティングによる獲得顧客数の伸長に注力しております。また、データベ

ースを活用したアポイント取得を行うことにより、アポイント取得効率の向上

に努めております。

　直営支店においては営業社員一人ひとりの商品提案力を強化することによ

り、一人あたり生産性の向上を目指してまいります。当社の保険代理店事業に

おいては、入社３年以内の社員が自社開発のオンライン面談システム

（Dynamic OMO）やアバターといった最新テクノロジーを駆使し高い営業成果

を挙げる等、多くの若手社員が活躍しております。また、AVITA社が開発した

アバターAIロープレ支援サービス「アバトレ」を営業社員教育、特に新卒の営

業社員教育に積極的に活用することで、新卒社員の即戦力化に繋げておりま

す。このようなテクノロジーを用いた営業教育により若手社員の更なる成長を

促すとともに、営業社員全体の総合提案力の向上、一人あたりの生産性の向上

に繋げてまいります。
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(2) 固定費の適正化

　新規採用及び既存人員の配置転換等を行うことにより、当社全体の人員構成

の最適化を図り、人件費を適切にコントロールしてまいります。並行して、業

務委託費を中心とした活動経費の見直しを進め、固定的な費用の削減を進めて

おります。

(3) 財務制限条項

　一部の取引金融機関等と締結している債権流動化に係る諸契約については、

財務制限条項に抵触しております。当該条項に関し、抵触した場合に契約上の

債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありませんが、当該取

引金融機関等において、実行済みの流動化対象債権の買戻しを請求することが

できる旨の定めがあります。しかし、当社は、今後の事業計画について当該取

引金融機関等にご了解いただき、また、債権流動化の対象となる代理店手数料

売上高の訂正に伴い生じた訂正後の債権流動化対象債権の金額と債権流動化の

既実行額との差額の償還を完了し、良好な関係の維持に努めております。

　しかしながら、これらの対応策は実施途上であり、現時点においては、継続

企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。

　なお、当社グループの連結計算書類は継続企業を前提として作成しており、

継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結計算書類に反映しており

ません。

２. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ２社

・連結子会社の名称 株式会社保険市場

Advance Create Reinsurance Incorporated

② 非連結子会社の状況

・非連結子会社の数 なし

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した非連結子会社および関連会社の状況

・持分法を適用した非連結子会社または関連会社数　　なし

② 持分法を適用していない非連結子会社および関連会社の状況

・持分法を適用していない非連結子会社または関連会社数　　なし

(3) 連結の範囲および持分法の適用の範囲の変更に関する事項

① 連結の範囲の変更　　なし
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産…………

（リース資産を除く）

2016年４月１日以後に取得した建物附属設備および

構築物については定額法、それ以外は定率法を採用

しております。なお、耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物 ３年～18年

工具器具備品 ２年～15年

無形固定資産…………

（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内に

おける利用可能期間（３年～５年）に基づき償却し

ております。

② 持分法の適用範囲の変更     なし

(4) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうちAdvance Create Reinsurance Incorporatedの事業年度末

日は６月30日であり、連結決算日との差は３ヶ月以内であるため、当該連結

子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結を行っております。ただ

し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

　なお、他の連結子会社の事業年度末日は連結会計年度末日と一致しており

ます。

３. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの…時価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は主として移

動平均法により算定）を採用しており

ます。

市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法を採用してお

ります。

リース資産……………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。
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(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金…………売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため､ 

一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念

債権および破産更生債権等については、個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

② 賞与引当金…………使用人に対して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。

③ 債務保証損失引当金 …「従業員持株会支援信託ESOP」終了時に、信託財産

に係る債務残高が残る場合に備えるため、損失負担

見込額を計上しております。

(4) 繰延資産の処理方法

① 社債発行費…………社債償還期間にわたって定額法による償却を行って

おります。

② 株式交付費…………３年間で定額法による償却を行っております。

(5) 収益及び費用の計上基準

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日） 

及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30 

号　2021年３月26日）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧

客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金

額で収益を認識しております。

　当社グループは、保険代理店事業、ASP事業、メディア事業、メディアレ

ップ事業及び再保険事業を展開しております。各事業における主な履行義務

の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。

①　保険代理店事業

　保険代理店事業においては、保険会社との保険代理店委託契約に基づき、

保険契約の締結の媒介及び付帯業務を行っております。通常、保険契約が有

効となった時点で主な履行義務が充足されることから、当該履行義務を充足

した時点で、顧客との契約から見込まれる将来代理店手数料の金額を収益と

して認識しております。将来代理店手数料収入につきましては、将来キャッ

シュ・フローの割引現在価値として算定した額により売上を計上しておりま

す。将来キャッシュ・フローは、保険契約ごとの残存有効契約期間にわたっ

て得られる保険代理店手数料収入を、保険代理店委託契約の定めに基づき見

積もっております。従って、保険会社との保険代理店委託契約の変更による

手数料率の改定、及び、保険契約の解約もしくは失効の影響を受けることか

ら、重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ収益を認識してお
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り、割引現在価値の算定にあたって使用する割引率は、無リスク利子率に保

険会社固有のリスクを加味したものを基礎として算定しております。

②　ASP事業

　ASP事業は、クラウドサービスのライセンス販売及び継続的なクラウドサ

ービスの提供を行っております。ライセンスの販売による収益は、顧客にお

いてクラウドサービスが使用可能となった時点で主な履行義務が充足される

ことから、当該履行義務を充足した時点で収益を認識しております。クラウ

ドサービスの提供による収益は、顧客との契約におけるサービスの提供期間

にわたり主な履行義務が充足されることから、サービス提供期間の経過に応

じて収益を認識しております。

③　メディア事業

　メディア事業においては、主に、保険選びサイト「保険市場（ほけんいち

ば）」を媒体としたWebプロモーションその他広告業務の提供を行っており

ます。通常、成果物の納品又は役務の提供により主な履行義務が充足される

ことから、当該履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

④　メディアレップ事業

　メディアレップ事業においては、主に、保険専業の広告代理店として広告

業務の提供を行っております。通常、成果物の納品又は役務の提供により主

な履行義務が充足されることから、当該履行義務を充足した時点で収益を認

識しております。

⑤　再保険事業

　再保険事業においては、当社が保険代理店として獲得した保険契約につい

て 、 保 険 会 社 各 社 か ら 再 保 険 と し てAdvance Create Reinsurance 

Incorporatedに出再いただき、その保険リスクの一部を引き受けておりま

す。通常、保険会社各社との契約期間にわたり主な履行義務が充足されるこ

とから、契約期間の経過に応じて収益を認識しております。

(6) その他連結計算書類作成のための重要な事項

退職給付に係る会計処理の方法

　当社では、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係

る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用し

ております。

４. 会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 
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2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度

の期首から適用しております。

　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正につい

ては、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 

2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(２)ただ

し書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更

による連結計算書類への影響はありません。

　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務

上繰り延べる場合の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正につ

いては、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。

５. 表示方法の変更に関する注記

　該当事項はありません。
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６. 会計上の見積りに関する注記

保険代理店手数料収入

(1) 当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した金額

　将来保険代理店手数料に基づく売上高　　3,396,137千円

(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報

　保険代理店事業における保険代理店手数料収入につきましては、「収益認識

に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等に基づき、将

来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定した額により売上を計上して

おります。将来キャッシュ・フローは、保険契約ごとの残存有効契約期間にわ

たって得られる保険代理店手数料収入を、保険代理店委託契約の定めに基づき

見積もっております。従って、保険会社との保険代理店委託契約の変更による

手数料率の改定、及び、保険契約の解約もしくは失効の影響を受けることか

ら、重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ収益を認識してお

り、割引現在価値の算定にあたって使用する割引率は、無リスク利子率に保険

会社固有のリスクを加味したものを基礎として算定しております。

　これらの会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定について、将来におけ

る実績との差異があった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において算

定される保険代理店手数料収入の金額に影響を及ぼす可能性があります。

７. 会計上の見積りの変更に関する注記

　従来、不確実性が高い保険契約の自動更新分を除いた将来キャッシュ・フロ

ーに、保険会社より提供された継続率を前提とした割引率を用いて売上を計上

しておりました。当連結会計年度において、一定の過去実績が蓄積され、自動

更新率等の実績及び継続率の実績の新たな情報の入手に伴い、より精緻な変動

対価の見積りが可能となったため、見積りの変更を行いました。

　この変更により、売掛金残高が46,691千円減少し、売上高、営業利益、経常

利益、税金等調整前当期純利益が、それぞれ42,446千円減少しております。

８. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額は1,450,044千円であります。

(2) 当社では、自己信託等を活用した売掛債権の流動化を行っておりますが、売

上高の訂正に伴って、訂正後の流動化対象売掛債権の金額と債権流動化の既

実行額との間に差額が生じたことから、これを債権流動化に係る調整勘定

（負債）として計上しております。債権流動化に係る調整勘定（負債）に対

応する売掛債権流動化実行残高は5,726,309千円であります。
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(3) 当社が一部の取引金融機関等との間で行っている債権流動化取引において、

契約上、財務制限条項が付されており、内容は以下のとおりです。

① 各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金

額を、各契約において定められた日における連結貸借対照表に記載される

純資産の部の合計金額の75％に相当する金額、又は直近の事業年度末日に

おける連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％に相当す

る金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。

② 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を２期連続

して損失としないこと。

　当社は、当連結会計年度末において上記の①、②に係る財務制限条項に抵

触しております。

　当該財務制限条項には、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期

限の利益を喪失する旨の定めはありませんが、当該取引金融機関等におい

て、実行済みの債権流動化対象債権の買戻しを請求することができる旨の定

めがあります。

　しかし、当社は、今後の事業計画について当該取引金融機関等にご了解い

ただき、また、債権流動化の対象となる代理店手数料売上高の訂正に伴い生

じた訂正後の債権流動化対象債権の金額と債権流動化の既実行額との差額の

償還を完了し、良好な関係の維持に努めております。

９. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類および総数

普通株式　32,468,200株

Ａ種種類株式　37,186,700株

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

　該当事項はありません。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期に

なるもの

　該当事項はありません。

(3) 当連結会計年度の末日における新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

10. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項
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① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、事業計画および設備投資計画等に基づき、必要な資金を主

に銀行借入により調達しております。

② 金融商品の内容および当該金融商品に係るリスクならびに管理体制

　金融資産の主なものとして、現金及び預金、売掛金、未収入金、投資有価証

券、差入保証金があります。

　預金については主に普通預金及び当座預金であり、預入先の信用リスクに晒

されておりますが、信用度の高い銀行であります。

　営業債権である売掛金及び未収入金については、顧客等の信用リスクに晒さ

れておりますが、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行っております。

　投資有価証券は、市場価格の変動リスク及び投資先の信用リスク等に晒され

ておりますが、定期的に時価の把握および財政状態の検証を行っており、保有

状況を継続的に見直しております。

　差入保証金は、主に賃貸借契約に係る敷金・保証金として差入れており、債

務者の信用リスクに晒されておりますが、賃貸契約満了時に一括して返還され

るものであります。

　金融負債の主なものとして、社債、リース債務、未払金、債権流動化に係る

調整勘定（負債）、借入金があります。

　社債及びリース債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであ

り、金利の変動リスクに晒されております。

　営業債務である未払金は、全て１年以内の支払期日となっております。

　債権流動化に係る調整勘定（負債）は、売上高を訂正したことに伴い、債権

流動化の既実行額との差額を調整勘定として計上したものであり、流動性リス

クに晒されておりますが、当該リスクについては、資金繰計画を作成し、定期

的に更新することにより管理しております。

　借入金のうち、短期借入金は主に営業活動に係る資金調達であり、金利の変

動リスクに晒されております。長期借入金は「従業員持株会支援信託ESOP」の

導入に係る資金の調達によるものであり、流動性リスクに晒されております

が、当該リスクについては、資金繰計画を作成し、定期的に更新することによ

り管理しております。
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1)売掛金（将来代理店手数料収
入に係るもの）

2,307,149 2,307,149 －

(2)投資有価証券 12,270 12,270 －

(3)差入保証金 739,098 728,340 △10,757

資産計 3,058,518 3,047,760 △10,757

(4)社債（１年内償還予定含む） 350,000 350,000 －

(5)リース債務（１年内返済予定

含む）
576,899 539,021 △37,878

(6)債権流動化に係る調整勘定

（負債）（１年内返済予定含

む）

1,152,177 1,035,810 △116,367

(7)長期借入金 150,220 150,220 －

負債計 2,229,297 2,075,052 △154,245

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2025年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表

計上額4,899千円）は、「投資有価証券」には含めておりません。また、現金は

注記を省略しており、預金、売掛金（将来代理店手数料収入以外に係るも

の）、未収入金、短期借入金及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿

価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　　株式
2,270 － 10,000 12,270

資産計 2,270 － 10,000 12,270

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

売掛金（将来代理店手

数料収入に係るもの）
－ － 2,307,149 2,307,149

差入保証金 － 728,340 － 728,340

資産計 － 728,340 2,307,149 3,035,489

社債（１年内償還予定

含む）
－ 350,000 － 350,000

リース債務（１年内返

済予定含む）
－ 539,021 － 539,021

債権流動化に係る

調整勘定（負債）

（１年内返済予定

含む）

－ － 1,035,810 1,035,810

長期借入金 － 150,220 － 150,220

負債計 － 1,039,241 1,035,810 2,075,052

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性

に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場

価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なイ

ンプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、

それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先

順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）
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（注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で

取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

　また、非上場新株予約権は観察できない時価の算定に係るインプットを使

用しているため、その時価をレベル３の時価に分類しております。なお、直

近の取引価格について、取引発生後、一定期間は有効であるものと仮定して

おります。

売掛金（将来代理店手数料収入に係るもの）

　将来代理店手数料収入に係る売掛金については、将来キャッシュ・フロー

を、無リスク利子率に保険会社固有のリスクを加味した割引率で割引いた現

在価値により時価を算定しております。当該割引率は重要な観察できないイ

ンプットであることから、レベル３の時価に分類しております。なお、時価

は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

差入保証金

　差入保証金の時価については、返還時期を見積もり、将来返還予定額を国

債の利回り等適切な指標で割引いた現在価値により算定しており、レベル２

の時価に分類しております。

社債

　当社の発行する社債は変動金利であり、その時価は短期間で市場金利を反

映するため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

て算定しており、レベル２の時価に分類しております。

リース債務

　リース債務の時価については、元利金の合計額を、同様のリース契約を締

結した場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しており、レベ

ル２の時価に分類しております。

債権流動化に係る調整勘定（負債）

　債権流動化に係る調整勘定に係るキャッシュ・フローは、流動化実行残高

からの固定化された将来キャッシュ・アウトフローと、対象となる売掛債権

からの将来キャッシュ・インフローから構成されますが、前者については新

規の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によって

いる一方、後者については無リスク利子率に原債権固有のリスクを加味した

割引率で割引いた現在価値により算定しています。当該割引率は重要な観察

できないインプットであることから、レベル３の時価に分類しております。
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(1) １株当たり純資産額 △157円20銭

(2) １株当たり当期純損失 59円80銭

長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借り入れを

行った場合に想定される利率で割引いており、レベル２の時価に分類してお

ります。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するた

め、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

（注2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に

関する情報

時価評価のプロセスの説明

　当社の時価の算定に関する方針等に従い、時価を算定しております。算定

された時価は、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並

びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。

11. 賃貸等不動産に関する注記

　該当事項はありません。

12. １株当たり情報に関する注記

（注）１. 従業員持株会支援信託ESOP

株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社

の株式は、「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数か

ら控除する自己株式に含めております（当連結会計年度末129,700

株）。また、「１株当たり当期純損失」の算定上、期中平均株式数の

計算において控除する自己株式に含めております（当連結会計年度

153,030株）。

２. 株式給付信託（J-ESOP）

株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社

の株式は、「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数か

ら控除する自己株式に含めております（当連結会計年度末412,500

株）。また、「１株当たり当期純損失」の算定上、期中平均株式数の

計算において控除する自己株式に含めております（当連結会計年度

416,307株）。
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報告セグメント

保険代理店

事業
ASP事業

メディア

事業

メディア

レップ事業
再保険事業 計

売上高

顧客との契約

から生じる収益
4,413,390 308,012 658,313 203,240 1,025,099 6,608,055

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への

売上高
4,413,390 308,012 658,313 203,240 1,025,099 6,608,055

13. 重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

14. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「３．会

計方針に関する事項　(5)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま

す。
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当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高） 2,472,312

顧客との契約から生じた債権(期末残高） 2,810,468

契約負債（期首残高） 46,049

契約負債（期末残高） 47,376

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①　契約負債の残高等

　顧客との契約から生じた契約負債等の期首残高及び期末残高は、以下のとお

りであります。

（単位：千円）

　契約負債は、主に再保険引受契約において、未経過の契約期間に対応する受

取再保険料に係る前受金であり、連結貸借対照表上、流動負債の「その他」に

含めております。契約負債は、再保険引受契約期間の経過に伴って履行義務が

充足され、収益の認識に伴い取り崩されます。

　当連結会計年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債に含まれていた

額は46,049千円であります。

②　残存履行義務に配分した取引価格

　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した重要な取引価格はありま

せん。

15. その他の注記

（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

(1) 取引の概要

（従業員持株会支援信託ESOP）

　当社は、2021年11月16日開催の取締役会において、中長期的な企業価値向上

に対し、当社グループ従業員にインセンティブを付与することにより、労働意

欲の向上を促すとともに、従業員持株会の活性化および安定的な財産形成の促

進を図ることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株会支

援信託ESOP」の再導入を決議いたしました。

　当社がアドバンスクリエイト従業員持株会（以下「当社持株会」といいま

す。）に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を

設定し、当該信託は信託期間中に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社

株式を、予め定める取得期間内に取得します。その後、当該信託は当社株式を

毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託

－ 16 －



収益がある場合には、期間中に拠出した金額に応じて受益者たる従業員に金銭

が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る

場合には、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が

銀行に対して一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。な

お、「従業員持株会支援信託ESOP」終了時に、信託財産に係る債務残高が残る

場合に備えるため、債務保証損失引当金として損失負担見込額を計上しており

ます。

（株式給付信託（Ｊ-ESOP））

　当社は、2015年11月11日開催の取締役会において、当社の株価や業績と従業

員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することによ

り、株価および業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、

当社従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブ・プラン「株式給付

信託（Ｊ-ESOP）」の導入を決議いたしました。

　本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした

当社従業員に対して、当社株式を給付する仕組みです。

　当社は、当社従業員に対してポイントを付与し、一定の条件により受給権を

取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。当社従業

員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め

取得し、信託財産として分別管理するものとします。

(2) 当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社

の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号　

2015年３月26日)を適用しております。

(3) 信託に残存する自社の株式

（従業員持株会支援信託ESOP）

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除

く。）により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の

帳簿価額および株式数は、当連結会計年度末122,114千円、129,700株でありま

す。

（株式給付信託（Ｊ-ESOP））

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除

く。）により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の

帳簿価額および株式数は、当連結会計年度末253,880千円、412,500株でありま

す。

(4) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

　総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額は、当連結会計年度末

150,220千円であります。
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( 2024年10月１日から
2025年９月30日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株主資本
合 計資 本 準 備 金

そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利 益 準 備 金

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 3,337,212 437,903 22,989 460,893 － △8,742,489 △8,742,489 △423,815 △5,368,199

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 3,500,002 3,500,002 3,500,002 7,000,005

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使）

19,863 19,863 19,863 39,727

減 資 △6,757,078 △3,857,769 10,614,847 6,757,078 －

欠 損 填 補 △8,742,489 △8,742,489 8,742,489 8,742,489 －

当 期 純 損 失 △1,589,387 △1,589,387 △1,589,387

自己株式の取得 △21 △21

自己株式の処分 45,411 45,411

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 △3,237,212 △337,903 1,872,358 1,534,455 － 7,153,101 7,153,101 45,389 5,495,733

当 期 末 残 高 100,000 100,000 1,895,348 1,995,348 － △1,589,387 △1,589,387 △378,425 127,534

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新株予約権 純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 △99 △99 12,958 △5,355,340

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 7,000,005

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使）

39,727

減 資 －

欠 損 填 補 －

当 期 純 損 失 △1,589,387

自 己 株 式 の 取 得 △21

自 己 株 式 の 処 分 45,411

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額 )

338 338 △12,958 △12,619

事業年度中の変動額合計 338 338 △12,958 5,483,114

当 期 末 残 高 239 239 － 127,773

株主資本等変動計算書

 （記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。）
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個別注記表

１. 継続企業の前提に関する注記

　当社は、前事業年度において、保険代理店事業における代理店手数料売上の

計算について再検証を実施し、過年度に遡って売上高の訂正を行いました。併

せて、固定資産に係る減損損失の計上及び繰延税金資産の取崩等も行いまし

た。これらの訂正等の結果、前事業年度末において5,355,340千円の債務超過

となりました。

　当社は、債務超過の状態を早期に解消すべく、第三者割当による普通株式及

びＡ種種類株式の発行により、約7,000,000千円の資金調達を行い、当事業年

度において債務超過の状態を解消いたしました。

　他方で、当社は、当事業年度において、営業損失598,535千円、経常損失

827,364千円、当期純損失1,589,387千円を計上し、４期連続で営業損失及び経

常損失、７期連続で当期純損失を計上する状況となっております。

　加えて、一部の取引金融機関等と締結している債権流動化に係る諸契約につ

いて、財務制限条項に抵触しております。

　以上より、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在して

おります。

　当社は、当該状況を解消すべく以下の対応策を講じております。

(1) 業績の回復と再成長

　マーケティング手法を改善させることにより、アポイントの先行指標である

マーケティングによる獲得顧客数の伸長に注力しております。また、データベ

ースを活用したアポイント取得を行うことにより、アポイント取得効率の向上

に努めております。

　直営支店においては営業社員一人ひとりの商品提案力を強化することによ

り、一人あたり生産性の向上を目指してまいります。当社の保険代理店事業に

おいては、入社３年以内の社員が自社開発のオンライン面談システム

（Dynamic OMO）やアバターといった最新テクノロジーを駆使し高い営業成果

を挙げる等、多くの若手社員が活躍しております。また、AVITA社が開発した

アバターAIロープレ支援サービス「アバトレ」を営業社員教育、特に新卒の営

業社員教育に積極的に活用することで、新卒社員の即戦力化に繋げておりま

す。このようなテクノロジーを用いた営業教育により若手社員の更なる成長を

促すとともに、営業社員全体の総合提案力の向上、一人あたりの生産性の向上

に繋げてまいります。

(2) 固定費の適正化
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(2) 固定資産の減価償却方法

　新規採用及び既存人員の配置転換等を行うことにより、当社全体の人員構成

の最適化を図り、人件費を適切にコントロールしてまいります。並行して、業

務委託費を中心とした活動経費の見直しを進め、固定的な費用の削減を進めて

おります。

(3) 財務制限条項

　一部の取引金融機関等と締結している債権流動化に係る諸契約については、

財務制限条項に抵触しております。当該条項に関し、抵触した場合に契約上の

債務の返済等について期限の利益を喪失する旨の定めはありませんが、当該取

引金融機関等において、実行済みの流動化対象債権の買戻しを請求することが

できる旨の定めがあります。しかし、当社は、今後の事業計画について当該取

引金融機関等にご了解いただき、また、債権流動化の対象となる代理店手数料

売上高の訂正に伴い生じた訂正後の債権流動化対象債権の金額と債権流動化の

既実行額との差額の償還を完了し、良好な関係の維持に努めております。

　しかしながら、これらの対応策は実施途上であり、現時点においては、継続

企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。

　なお、当社の計算書類は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前

提に関する重要な不確実性の影響を計算書類に反映しておりません。

２. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

有価証券

関係会社株式……………………………移動平均法による原価法によってお

ります。

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの…時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は主とし

て移動平均法により算定）を採用し

ております。

市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法を採用して

おります。
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有形固定資産……………

（リース資産を除く）

2016年４月１日以後に取得した建物附属設備および

構築物については定額法、それ以外は定率法を採用

しております。なお、耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建　　　　物 ３年～18年

工具器具備品 ２年～15年

無形固定資産……………

（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内に

おける利用可能期間（３年～５年）に基づき償却し

ております。

リース資産………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金…………売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため､ 

一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念

債権および破産更生債権等については、個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

② 賞与引当金…………使用人に対して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。

③ 退職給付引当金……退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職

給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と

する方法を用いた簡便法を適用しております。

④ 債務保証損失引当金 …「従業員持株会支援信託ESOP」終了時に、信託財産

に係る債務残高が残る場合に備えるため、損失負担

見込額を計上しております。

(4) 繰延資産の処理方法

①　社債発行費…………社債償還期間にわたって定額法による償却を行って

おります。

②　株式交付費…………３年間で定額法による償却を行っております。

(5) 収益及び費用の計上基準

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）及

び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　

2021年３月26日）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移
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転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益

を認識しております。

　当社は、保険代理店事業及びASP事業を展開しております。各事業における

主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりでありま

す。

①　保険代理店事業

　保険代理店事業においては、保険会社との保険代理店委託契約に基づき、

保険契約の締結の媒介及び付帯業務を行っております。通常、保険契約が有

効となった時点で主な履行義務が充足されることから、当該履行義務を充足

した時点で、顧客との契約から見込まれる将来代理店手数料の金額を収益と

して認識しております。将来代理店手数料収入につきましては、将来キャッ

シュ・フローの割引現在価値として算定した額により売上を計上しておりま

す。将来キャッシュ・フローは、保険契約ごとの残存有効契約期間にわたっ

て得られる保険代理店手数料収入を、保険代理店委託契約の定めに基づき見

積もっております。従って、保険会社との保険代理店委託契約の変更による

手数料率の改定、及び、保険契約の解約もしくは失効の影響を受けることか

ら、重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ収益を認識してお

り、割引現在価値の算定にあたって使用する割引率は、無リスク利子率に保

険会社固有のリスクを加味したものを基礎として算定しております。

②　ASP事業

　ASP事業は、クラウドサービスのライセンス販売及び継続的なクラウドサ

ービスの提供を行っております。ライセンスの販売による収益は、顧客にお

いてクラウドサービスが使用可能となった時点で主な履行義務が充足される

ことから、当該履行義務を充足した時点で収益を認識しております。クラウ

ドサービスの提供による収益は、顧客との契約におけるサービスの提供期間

にわたり主な履行義務が充足されることから、サービス提供期間の経過に応

じて収益を認識しております。

３. 会計方針の変更に関する注記

　「連結注記表　４．会計方針の変更に関する注記」に同一の内容を記載して

おりますので、注記を省略しております。

４. 表示方法の変更に関する注記

　該当事項はありません。
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短期金銭債権 303,356千円

短期金銭債務 33,441千円

５. 会計上の見積りに関する注記

保険代理店手数料収入

(1) 当事業年度に係る計算書類に計上した金額

将来保険代理店手数料に基づく売上高　　3,396,137千円

(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報

　「連結注記表　６．会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載して

おりますので、注記を省略しております。

６. 会計上の見積りの変更に関する注記

　「連結注記表　７．会計上の見積りの変更に関する注記」に同一の内容を記

載しておりますので、注記を省略しております。

７. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額は1,450,044千円であります。

(2) 保証債務

　下記の子会社の信用状開設に伴う保証を行っております。

Advance Create Reinsurance Incorporated　761,189千円（極度額）

(3) 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

(4) 当社では、自己信託等を活用した売掛債権の流動化を行っておりますが、売

上高の訂正に伴って、訂正後の流動化対象売掛債権の金額と債権流動化の既

実行額との間に差額が生じたことから、これを債権流動化に係る調整勘定

（負債）として計上しております。債権流動化に係る調整勘定（負債）に対

応する売掛債権流動化実行残高は5,726,309千円であります。

(5) 当社が一部の取引金融機関等との間で行っている債権流動化において、契約

上、財務制限条項が付されており、内容は以下のとおりです。

① 各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金

額を、各契約において定められた日における連結貸借対照表に記載される

純資産の部の合計金額の75％に相当する金額、又は直近の事業年度末日に

おける連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％に相当す

る金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。

② 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を２期連続

して損失としないこと。

　当社は、当事業年度末において上記の①、②に係る財務制限条項に抵触し

ております。
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売上高 658,313千円

売上原価 279,995千円

営業外収益 56,480千円

営業外費用 3,749千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 595,929株 43株 51,200株 544,772株

　当該財務制限条項には、抵触した場合に契約上の債務の返済等について期

限の利益を喪失する旨の定めはありませんが、当該取引金融機関等におい

て、実行済みの流動化対象債権の買戻しを請求することができる旨の定めが

あります。

　しかし、当社は、今後の事業計画について当該取引金融機関等にご了解い

ただき、また、債権流動化の対象となる代理店手数料売上高の訂正に伴い生

じた訂正後の債権流動化対象債権の金額と債権流動化の既実行額との差額の

償還を完了し、良好な関係の維持に努めております。

８. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引高

営業取引以外の取引高

９. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類および株式数に関する事項

（注）１. 普通株式の自己株式の株式数の増加43株は、自己株式の取得による増

加であります。

２. 普通株式の自己株式の株式数の減少51,200株は、従業員持株会支援信

託ESOPから従業員持株会への売却43,000株、株式給付信託（J-ESOP）

から退職者への株式の支給8,200株によるものであります。

３. 普通株式の自己株式の株式数には、株式給付信託（J-ESOP）導入にお

いて設定した株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当

社株式（当事業年度末412,500株）、従業員持株会支援信託ESOP導入に

おいて設定した株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当

社株式（当事業年度末129,700株）が含まれております。
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税務上の繰越欠損金 2,281,041千円

賞与引当金 44,200

未払事業所税 3,376

減価償却超過額 6,849

退職給付引当金 134,648

減損損失 1,002,120

資産除去債務 156,680

債務保証損失引当金 32,801

その他 163,855

　小計 3,825,573

評価性引当額 △3,743,539

繰延税金資産合計 82,034

その他有価証券評価差額金 △119

未収事業税 △81,914

繰延税金負債合計 △82,034

繰延税金資産の純額 －

10. 税効果会計に関する注記

(1)繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

繰延税金負債

(2)法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月

31日に国会で成立したことに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度よ

り、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

　これに伴い、2026年10月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一

時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を

33.87％から34.72％に変更し計算しております。

　なお、変更後の法定実効税率を当事業年度に適用した場合の財務諸表に与え

る影響額は、軽微であります。

11. リースにより使用する固定資産に関する注記

(1) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

①　リース資産の内容

　主に保険代理店事業における支店設備（建物附属設備及び工具器具備品）で

あります。
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②　リース資産の減価償却方法

　「２.重要な会計方針に係る事項に関する注記　(2)固定資産の減価償却方

法」に記載のとおりであります。

(2) オペレーティング・リース取引

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

　１年内　　　   542,240千円

　１年超　　　   488,494千円

　　合計 　 　 1,030,734千円
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種
類

会社等の名称
または氏名

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関連当事者との
関 係

取 引 内 容
取 引 金 額
（ 千 円 ）

科 目
期 末 残 高
（ 千 円 ）

子
会
社

㈱保険市場
所有
直接
100％

広告募集業務の
受託及び広告業
務の委託
経営の指導
役員の兼任

広告募集業
務の受託
（注）１

658,313 売掛金 238,543

経営指導料
（注）３ 34,858 未収入金 －

資金の貸付
（注）２ － － －

資金の回収
（注）２

－ － －

受取利息
（注）２ － － －

資金の借入
（注）２ 30,000 短期借入金 －

資金の返済
（注）２ 180,000 － －

支払利息
（注）２ 1,325 － －

子
会
社

Advance
Create
Reinsurance
Incorporated

所有
直接
100％

債務保証
経営の指導
役員の兼任

経営指導料
（注）３

11,105 未収入金 24,431

資金の借入
（注）２

200,000 短期借入金 －

資金の返済
（注）２

400,000 － －

支払利息
（注）２

2,423 － －

12. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社

取引条件および取引条件の決定方針等

（注）１.広告募集業務の受託及び広告業務の委託については、市場価格等を勘案

し、価格交渉の上、決定しております。

２.市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

３.経営指導料については、業務内容を勘案し、協議の上、決定しておりま

す。

(2) 役員および個人主要株主等

　該当事項はありません。

－ 27 －



(1) １株当たり純資産額 △170円72銭

(2) １株当たり当期純損失 61円74銭

13. １株当たり情報に関する注記

（注）１．従業員持株会支援信託ESOP

株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社

の株式は、「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数か

ら控除する自己株式に含めております（当事業年度末129,700株）。

また、「１株当たり当期純損失」の算定上、期中平均株式数の計算に

おいて控除する自己株式に含めております（当事業年度153,030

株）。

２．株式給付信託（J-ESOP）

株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社

の株式は、「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数か

ら控除する自己株式に含めております（当事業年度末412,500株）。

また、「１株当たり当期純損失」の算定上、期中平均株式数の計算に

おいて控除する自己株式に含めております（当事業年度416,307

株）。

14. 重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

15. 収益認識に関する注記

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、

「連結注記表　14．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しております

ので、注記を省略しております。

16. その他の注記

（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

　従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記について

は、「連結注記表　15．その他の注記（追加情報）」に同一の内容を記載して

おりますので、注記を省略しております。
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独立監査人の監査報告書
2025年11月26日

株式会社アドバンスクリエイト
取 締 役 会　御中

あおい監査法人
　　東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 惠 良 　 健 太 郎
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 丸 木 　 章 道
　監査意見

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社アドバンスクリエイトの

2024年10月１日から2025年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ

た。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社アドバンスクリエイト及び連結子会社からなる企業集団の

当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示

しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の

責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、

会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。

継続企業の前提に関する重要な不確実性

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは、当連結会計年度

において、営業損失606,458千円、経常損失924,543千円、親会社株主に帰属する当期純損失

1,539,357千円を計上し、３期連続で営業損失及び経常損失、４期連続で親会社株主に帰属す

る当期純損失を計上、さらに３期連続で営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスの状

況となっている。加えて、一部の取引金融機関等と締結している債権流動化に係る諸契約に

ついて、財務制限条項に抵触している。この結果、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ

るような状況が存在しており、現時点においては、継続企業の前提に関する重要な不確実性

が存在するものと認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が存在す

るものと認められる理由については当該注記に記載されている。会社グループの連結計算書

類は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響

は連結計算書類に反映されていない。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内

容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過

程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との

間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の

記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開

示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお

いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又

は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思

決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断

による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは

ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する

ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注

意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場

合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の

結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ

り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の

表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して

いるかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する

十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査

人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、

単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で

求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に

関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる

事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な

水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行

う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　　上
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独立監査人の監査報告書
2025年11月26日

株式会社アドバンスクリエイト
取 締 役 会　御中

あおい監査法人
　　東京事務所

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 惠 良 　 健 太 郎
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 丸 木 　 章 道
　監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アドバンスクリエイ

トの2024年10月１日から2025年９月30日までの第30期事業年度の計算書類、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下

「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会

社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

継続企業の前提に関する重要な不確実性

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当事業年度において、営

業損失598,535千円、経常損失827,364千円、当期純損失1,589,387千円を計上し、４期連続で

営業損失及び経常損失、７期連続で当期純損失を計上する状況となっている。加えて、一部

の取引金融機関等と締結している債権流動化に係る諸契約について、財務制限条項に抵触し

ている。この結果、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、

現時点においては、継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認められる。

なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が存在するものと認められる理由につい

ては当該注記に記載されている。会社の計算書類は継続企業を前提として作成されており、

継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響は計算書類に反映されていない。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

計算書類に係る会計監査人の監査報告
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内

容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程

において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に

重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載

内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す

る責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい

て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤

謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に

影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断

による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな

いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた

めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合

は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論

は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表

示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している

かどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で

求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事

項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準

にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　　上
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監査報告書

　当監査役会は、2024年10月１日から2025年９月30日までの第30期事業年度の取締役の

職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告

書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及

び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の

分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収

集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧

し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の

交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の

適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３

項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備

されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその

構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、

意見を表明いたしました。

監査役会の監査報告
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③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及

び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適

正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる

事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等

に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細

書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書

及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行に

ついても、指摘すべき事項は認められません。

　なお、当社は事業報告に記載のとおり、過年度のPV計算問題の再発防止策を引き

続き実行し、内部統制の強化を推進していることを確認しています。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人あおい監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人あおい監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年11月26日

株式会社アドバンスクリエイト監査役会

常勤監査役 谷口 信之 ㊞

監査役（社外監査役） 秋吉　 茂 ㊞

監査役（社外監査役） 畠山　 隆 ㊞

監査役（社外監査役） 三田　与志雄 ㊞
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